

別添2
自己証明書—証明書に代わる申述書 
(2000年12月28日付共和国大統領令第445号第46条および第47条）

複数の事業者による応募の場合、関係する各経済事業者が記入・署名した個別の申述書を提出しなければならない。

経済事業者に関する情報

経済事業者の識別データ	
名称：
[….]
国別識別番号（税コード、付加価値税番号、登記番号等、必要な場合）：
[….]
郵便住所：	
[….]
連絡担当者：
電話：
メールアドレスまたはPEC：
（ウェブサイト〔存在する場合〕）：	
[….]

経済事業者の法定代理人：	
氏名：
[….]
生年月日および出生地：	
[….]
役職／行使権限：	
[….]
郵便住所：	
[….]
電話：	
[….]
メールアドレス：	
[….]
必要な場合、代表権に関する補足説明（形態、範囲、目的）：	
[….]
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適法性要件
[bookmark: _Hlk15108634][bookmark: _Hlk15108459]A：刑事判決に関連する除外事由—法令違反に該当しない旨の自己申述（立法令第36/2023号第94条・第95条および立法令第60号第67条の禁止・失効・停止事由の不存在）
以下の者は参加が認められない。イタリアまたは契約履行地の国において、次のいずれかの理由で確定刑事判決を受けた者：（1）犯罪組織への参加（2）汚職（3）詐欺（4）テロ犯罪またはテロ活動に関連する犯罪（5）犯罪収益の洗浄またはテロ資金供与（6）児童労働およびその他の人身取引（7）その他、公共機関との契約を締結する能力を喪失させる犯罪。
除外対象となる状況は、イタリア法・EU法が定めるもの、およびEU非加盟国については現地刑法における同等の犯罪が該当する。
以上を前提として、経済事業者は、立法令第36/2023号第94条・第95条に定める除外事由、および立法令第60号第67条に定める禁止・失効・停止事由が存在しないことを自己申述する。
はい　☐　いいえ　☐

A.1 刑事判決に関連する理由 
1）経済事業者、またはその管理機関・監督機関の構成員、または代表権・決定権・監督権を有する者が、上記の理由のいずれかについて、過去5年以内に確定判決を受けたこと、または判決で定められた除外期間が現在も適用されていることがあるか。
はい ☐（有罪判決あり）
いいえ ☐（有罪判決なし）
A.2 刑事判決に関連する理由 [A.1に「はい」と回答した場合のみ記入] 
記載事項：a）判決日、上記1〜7のどの項目に該当するかおよびその理由、b）有罪者の識別データ、c）判決で定められた除外期間の長さ。
[….]
A.3 刑事判決に関連する理由 [A.1に「はい」と回答した場合のみ記入] 
3）当該判決がある場合、経済事業者が信頼性を示すために講じた措置（セルフ・クリーニング）
[….]
[bookmark: _Hlk15108608]B：税金または社会保障拠出金の不払いに関連する除外事由
B.1税金または社会保障拠出金の不払いに関する理由—税金・手数料・社会保障拠出金の支払い*
1）経済事業者は、所在国・イタリア・契約履行国における税金、手数料、社会保障拠出金の支払い義務をすべて履行しているか。
はい　☐　いいえ　☐
B.2 税金・社会保険料の支払いに関連する除外事由 [B.1に「いいえ」と回答した場合のみ記入] 
記載事項：a）不履行が発生した国、b）金額、c）不履行が確認された方法、d）是正のために講じた措置。
[….]
[bookmark: _Hlk15108715]C：倒産、利益相反、職業上の不正行為に関連する除外事由
C.1 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
1）経済事業者は、労働安全衛生、環境法、社会法、労働法に関する義務に違反したことがあるか（事業者が認識している範囲で）。
[bookmark: _Hlk15498250]はい　☐　いいえ　☐
C.2a 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
2a）以下の状況に該当、またはその認定手続きの対象となっているか：a）破産、倒産手続、清算、債権者との予備的和解、監督下での管理、またはその他類似の状況
はい☐（破産・倒産手続・清算・和解：具体的に記載）
いいえ☐（該当なし）
C.2b 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
2b）以下の状況に該当、またはその認定手続きの対象となっているか：b）経済事業者が事業活動を停止しているか。
はい　☐　いいえ　☐
C.3 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
3）経済事業者は重大な職業上の不正行為を行ったことがあるか。
はい　☐　いいえ　☐
C.4 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
4）経済事業者は、競争を歪めることを目的として他の事業者と協定を締結したことがあるか。
はい　☐　いいえ　☐
C.5 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
5）本手続への参加に関連して、利益相反を認識しているか。
はい　☐　いいえ　☐
C.6 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
6）経済事業者または関連企業が、発注者に助言を行ったり、手続準備に関与したことがあるか。
はい　☐　いいえ　☐
C.7 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
7）経済事業者は、過去の公共調達契約において、契約の早期解除・損害賠償・その他の制裁を受けたことがあるか。
はい　☐　いいえ　☐
C.8a 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
8a）経済事業者は、a）除外事由の不存在や選定基準の遵守を確認するための情報提供において、重大な虚偽申告をしたことがあるか。
はい　☐　いいえ　☐
C.8b 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 
8b）経済事業者は、b）当該情報を隠蔽したことがあるか。
はい　☐　いいえ　☐
C.8 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報
8c）経済事業者は、c）発注者から求められた補足書類を遅滞なく提出できたか。
はい　☐　いいえ　☐
C.8d 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報
8d）経済事業者は、d）発注者の意思決定を不当に左右しようとしたり、不当な優位を得るために機密情報を入手しようとしたり、手続に影響を与える重大な誤解を生む情報を提供したりしていないか。
はい　☐　いいえ　☐
C.9 倒産・利益相反・職業上の不正行為の可能性に関する情報 [C項目のいずれかに「はい」と回答した場合のみ記入]
9）C項目のいずれかに「はい」と回答した場合、該当する状況および、事業者が信頼性を示すために講じた措置（セルフ・クリーニング）
[….]
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[bookmark: _Hlk15109545]特定要件 
D：職業上の適格性要件 
事業者は、ジェネラル・コミッショナートに提出した購入提案の対象となる業務を遂行するために必要な、すべての職業上の適格性要件を備えていることを宣言します。

事業者は、自らの事業目的および提出する購入提案に基づく活動を遂行するために必要な、商業ライセンスや許可証、ならびに所属国の現行法令により要求される関連認可・証明書・資格、著作権や経済的利用権などの知的財産権を有していること、さらに、所属国の法制度により要求される場合には、当該業務および購入提案の遂行に必要な登録簿・名簿への登録も行っていること。
はい ☐
ライセンス／許可／認可の種類および関連情報（ライセンス番号など）、知的財産権（ライセンス等）を記載


いいえ ☐
理由を記載 
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追加声明
E.1 イタリア法
事業者は、本手続および契約履行に関する準拠法としてイタリア法を受け入れることを宣言します。
はい ☐   
E.2 イタリアの裁判権
事業者は、本手続に関する不服申立て手続および契約履行段階の紛争解決について、イタリアの裁判権を受け入れることを宣言します。
はい ☐   
E.3 通貨
通貨事業者は、本手続および契約履行に使用される通貨としてユーロを受け入れることを宣言します。
はい ☐   
E.4 制裁およびプライバシー同意
事業者は、虚偽記載や虚偽申告に関する現行イタリア法で定められた制裁について認識しており、また、一般データ保護規則（GDPR：EU2016/679）および関連イタリア国内法（2003年立法令第196号・2018年立法令第101号改正後）に基づく個人データの取扱いに同意します。
はい ☐   
E.5 除外事由
事業者は、前記A、B、C、Dの各節に記載された除外理由に該当しておらず、また今後も該当しないことを宣言します。
はい ☐ 
E.6 追加声明
事業者は、提案提出期限から連続60日間、オファーを有効かつ拘束力のあるものとして保持することを約束します。
はい　☐　いいえ　☐
E.7 確認手続
[bookmark: _Hlk15189849]事業者は、ジェネラル・コミッショナートが主催団体を含む権限当局に対し、提出した声明、とくに参加資格に関する事項の真実性を確認するために必要な照会を行うことを承認します。
はい ☐   
E.8 追加声明
事業者は、2022年10月25日にANACとコミッショナーが締結した監視プロトコルの内容（ウェブサイトhttps://www.anticorruzione.it/-/expo-2025-osaka-firmato-protocollo-d-intesa-tra-anac-e-il-commissario-generale-dell-esposizione-universale-1に掲載）を読み、その中の契約解除事由に関する条項を条件特約として受け入れることを宣言します。
はい　☐　いいえ　☐

最終宣言署名者は、D.P.R.445/2000第46条および第47条に基づき、本書に記載された情報が真実かつ正確であり、重大な虚偽申告に対してイタリア法および所属国の法制度で定められた刑事上の影響を認識していることを正式に宣言します。
署名者はまた、Invitaliaが所属国の権限当局に対し、申告内容の真実性に関する確認を行うことを正式に承認します。

[場所・日付]

________________________________________
[署名者の氏名および役職]

各署名者の身分証明書のコピーを添付してください。
所属国の法制度により宣誓供述が必要な場合は、その旨および適切な現地当局の面前で行われたことを明記してください。




